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令和 4 年 5 月例会：次第（令和 4 年 5 月 28 日開催） 

１、会長挨拶 

２、行政より新型コロナワクチン 4回目接種に関する説明 

３、南草津こどもクリニック 院長 髙田 亜希子 先生のご紹介 

４、報告事項 

【会員の状況】 令和 4 年 4月 

（１）会員の状況

Ａ会員： 142 名、 Ｂ会員： 164名、  合計： 306 名 

（２）会員の入退会等について
○診療所の管理者変更

一般財団法人競馬共助会 栗東診療所

勝浦 章知 先生(R4年 1/3ご逝去) → 牛窪 成
しげ

雄
お

先生 4/1付 

〇B会員の入会 

梅澤 邦彦 先生  淡海医療センター  4/1 付 

岡田 正治 先生  淡海医療センター  4/1 付 

〇B会員の異動 

松村 憲一 先生  淡海医療センター → 淡海ふれあい病院  4/1 付 

山中 晃  先生  淡海医療センター → 淡海ふれあい病院  4/1 付 

藤堂 義郎 先生  淡海医療センター → 南草津健診センター 4/1付

〇B会員の退会 

木下 武  先生  淡海医療センター  3/31 付 

鶴田 宏史 先生  淡海医療センター  3/31 付 

吉本 昭  先生  淡海医療センター  3/31 付 

藤田 真也 先生  草津ハートセンター  3/31 付 

【総  務  部】 

【総   務］ 

（１）医療法人の設立および解散にかかる申請書類の提出期限について
医療法人の設立および解散については、その認可にあたり県の医療審議会の意見を聞く

こととされているが、令和 4年度の第 1回滋賀県医療審議会医療法人部会は令和 4年 8月

に開催予定であり、当該審議会にかかる申請書類の提出期限は令和 4 年 6月 24日（金）

であるとの通知があったので、ご了知願いたい。 

なお、提出された書類に不備があった場合は、その次の審議会での意見徴収となる場合

もあるので、できるだけ早く事前協議を行い申請に備えていただきたいとのことである。 

問合せ先：滋賀県 健康医療福祉部 医療政策課 医療整備係  TEL 077-528-3625 

（２）虐待による児童の死亡事案の情報共有について
児童相談所の児童虐待相談対応件数が年々増加の一途をたどっており、重篤な児童虐待事
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件も後を絶たないなど、依然としてその防止は社会全体で取り組むべき喫緊の課題となって

いる。 

 ついては、児童相談所等が虐待による死亡が疑われる事例を可能な限り幅広く把握し、虐待

により児童が心身に著しく重大な被害を受けた事例の分析に資するようにするため、医療機

関に対して、改めて以下についてご協力願いたい。 

・児童虐待に係る各種通告等

・虐待防止法第13条の4に基づく「児童相談所長等から直接情報等の提供の求めがあった

とき」に加え、「診察依頼等を通じて児童相談所等の取扱いがあったことを把握して

いる児童虐待に係る事案のうち、当該児童に関しその後の虐待による死亡が疑われる

と判断した場合」についても、当該児童の取扱いのあった児童相談所等の関係機関に

対して、当該児童の氏名及び当該児童の死亡の事実を共有する（例：事例把握の度共

有、定期的にまとめて共有等） 

 なお、児童虐待を受けたと思われる児童が死亡にいたっていない場合において、警察が当該

虐待事実について児童虐待防止法第6条第1項に基づき児童相談所に通告し、医療機関に情報

提供をした時は、同一の虐待事実について医療機関は児童相談所に重ねて通告する必要はな

いが、当該児童の医学的所見等について、児童相談所及び警察との情報共有に遺漏のないよう

に対応いただきたい。また、その際に、新たな虐待事実が明らかとなった場合は、医療機関か

ら児童相談所へ通告願いたい。 

（３）令和４年度「歯と口の健康週間」の実施について
本週間は、歯と口の健康に関する正しい知識を国民に対して普及啓発するとともに、歯科疾

患の予防に関する適切な習慣の定着を図り、併せてその早期発見及び早期治療等を徹底する

ことにより歯の寿命を延ばし、もって国民の健康の保持増進に寄与することを目的としてい

る。 

 本年度は6月4日（土）から6月10日（金）までを実施期間として、普及・啓発や各種催物等

が行われるので、ご了知願いたい。 

（４）令和４年度「全国安全週間」の実施について
厚生労働省では、産業界における自主的な労働災害防止活動を推進するとともに、広く一般

の安全意識の高揚と安全活動の定着を図るため、毎年、全国安全週間を主唱している。 

 本年も「令和４年度 全国安全週間実施要綱」に基づき、7月1日から7月7日までを安全週間、

6月1日から6月30日までを準備期間として、『安全は 急がず焦らず怠らず』をスローガンとし

て、全国一斉に積極的な活動が行われるので、趣旨をご理解のうえ活動にご協力願いたい。 

（５）オンライン資格確認導入に関するリーフレット等の送付について
オンライン資格確認等システムについては、令和3年10月20日に本格稼働が開始され、令

和5年3月末までに概ね全ての医療機関及び薬局で導入することを目指しているところだが、

コロナ禍や世界的な半導体不足による機材確保の遅れなど様々な要因により、令和4年4月17

日時点で、運用開始または準備完了している施設数は、病院3,327施設（40.5％）、医科診

療所14,641施設（16.4％）となっている。

ついては、今般、社会保険診療報酬支払基金が早期導入を検討いただくためのリーフレッ

トを作成し、「顔認証付きカードリーダーを申込みされたものの、まだシステム導入の準備

が完了していない保険医療機関及び保険薬局」と、「顔認証付きカードリーダーを申込まれ

ていない保険医療機関及び保険薬局」に対して、4月下旬に郵送した。また、「顔認証付き

カードリーダーを申込まれていない医療機関・薬局」に対しては、オンライン資格確認の導

入意向調査書を同封している。

ついては、趣旨をご理解のうえ、早期導入および意向調査にご協力願いたい。 

 なお、日本医師会ホームページ・メンバーズルーム内に「オンライン資格確認相談窓口」

が設けられ、導入についての相談・質問等を受け付けている。寄せられた情報は厚生労働省
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と共有し、問題解決のための情報提供や業者への働きかけ等の支援を行っている。 

（６）書籍「健康食品・サプリ〔成分〕のすべて ＜第７版＞ ナチュラルメディシン・デ

ータベース日本対応版」について
今般、日本医師会が総監修した標記が刊行された。いわゆる健康食品が氾濫する中、地域医

療の現場において、健康食品による健康被害を受けた患者が受診したり、かかりつけ医として

相談を受けることも少なくない。また、平成27年度より食品の新たな機能性表示制度が開始さ

れ、「医薬品を服用している場合は、医師、薬剤師に相談してください」との文言が義務表示

とされているため、本書を参考にしていただきたい。 

 なお、日医会員に対して、本書の発売案内パンフレットが日本医師会雑誌5月号に同封して

配布したとのことである。加えて、日医会員は出版社の厚意により、基本データベースのWEB

版を無償閲覧できるようにしているとのことであるので、書籍とともにご利用いただきたい。 

日本医師会HP メンバーズルーム-「地域医療・診療支援」-「情報提供サイト」 

https://www.med.or.jp/japanese/members/chiiki/n_medicine/ 

（７）令和４年度「業務改善助成金（通常コース）」について（情報提供）
標記助成金については、賃金の引上げを行うことを目指し生産性向上、労働能率増進に資す

る設備投資等を行う中小企業事業者等に対し、その設備投資等に要した費用の一部を助成し、

賃金引上げに際しての負担を軽減することにより最低賃金の引上げに向けた環境整備を図る

ことを目的として交付されるものである。助成上限額は賃金の引上げ額と引上げる労働者数

によって異なる。 

本助成金の対象となる中小企業事業主は、医療機関においては、出資額が5,000万円以下又

は常時使用する労働者の数が100人以下、また対象となる事業場は事業場内最低賃金と地域別

最低賃金の差額が30円以内、事業場規模（労働者数）が100人以下であることが要件となって

いる。 

交付申請書の提出は令和5年1月31日となっているが、国の予算額に制約されるため、それ以

前に予告なく受付を締め切る場合があるので注意されたい。 

詳細は下記厚生労働省のホームページで確認されたい。 

本助成金の申請・相談窓口は、都道府県労働局となっている。本助成金に関するコールセン

ターも設けられているので活用されたい。

厚生労働書HP：
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/zigyonushi/s

hienjigyou/03.html   

  申請・相談窓口：滋賀労働局 雇用環境・均等室 TEL:077-523-1190 

  業務改善助成金コールセンター：0120-366-440（受付時間 平日8：30～17：15） 

（８）令和４年度「働き方改革推進支援助成金」について（情報提供）
標記助成金については、働き方の推進に取り組む中小事業主を支援するための制度であり、

生産性や労働能率の向上等を目指すもので、その取組の内容に応じて「労働時間短縮・年休促

進支援コース」「勤務間インターバルコース」「労働時間適正管理推進コース」が設けられて

いる。それぞれに成果目標があり、目標達成のために実施した事業に対する費用の一部が支給

される。 

本助成金の対象となる中小企業事業主は、医療機関においては、出資額が5,000万円以下又

は常時使用する労働者の数が100人以下であることが要件となっている。 

交付申請書の提出は令和4年11月30日（必着）となっているが、国の予算額に制約されるた

め、それ以前に予告なく受付を締め切る場合があるので注意されたい。 

詳細は下記厚生労働省のホームページで確認されたい。 

本助成金に関しての不明な点や質問は、医療機関の所在地を管轄すると都道府県労働局 雇

https://www.med.or.jp/japanese/members/chiiki/n_medicine/
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/zigyonushi/shienjigyou/03.html
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/zigyonushi/shienjigyou/03.html
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用環境・均等部又は雇用環境・均等室へ相談ください。 

厚生労働書HP： 
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/jikan/index.html 

  問合せ先：滋賀労働局 雇用環境・均等室 TEL:077-523-1190 

（９）令和４年度版 死亡診断書（死体検案書）記入マニュアルについて
今般、厚生労働省において、標記マニュアルが策定された。本マニュアルは、原則として

毎年度発行されている。最新版をご確認願いたい。 

厚生労働省HP  https://www.mhlw.go.jp/toukei/manual/ 

（10）新型コロナワクチン追加接種（４回目接種）の体制確保について（総務資料 1）ｐ.1

（11）新型コロナウイルス感染症にかかる HER-SYS の積極的活用について（総務資料 2）ｐ.31

（12）新型コロナウイルス感染症の自宅療養者等の支援強化にかかる

保健所体制構築業務委託について .......................... （総務資料 3）ｐ.38 

（13）特定健康診査にかかる治療中患者情報の提供について（依頼） （総務資料 4）ｐ.40

（14）滋賀県におけるコロナ感染症の致死率に関する分析結果(草津保健所)
 .............................................................. （総務資料 5）p.47 

（15）滋賀県医師会における「ハラスメントの防止に関する規程」の制定について
 .............................................................. （総務資料 6）p.51 

（16）改正個人情報保護法の新たな規定「漏えい等の報告等」に係る

滋賀県医師会団体契約“医療機関用サイバー保険”について ... （総務資料 7）p.54

（17）滋賀県看護協会研修会の案内について［滋賀県看護協会］ ..... （総務資料 8）p.57 

（18）野洲市 子どもの福祉医療費助成制度の年齢引き上げについて .. （総務資料 9）p.59

（19）守山市 子ども医療費助成制度の拡大について ............... （総務資料 10）p.61 

（20）特定検診・特定保健指導実践者育成研修の周知について(依頼) （総務資料 11）p.64

（21）救急病院等を定める省令に基づく救急病院の告示について .... （総務資料 12）p.70 
医療法人弘英会琵琶湖大橋病院、東近江市立能登川病院 

【学  術  部】 

［医  療  安  全］ 

（１）「イデカブタゲン ビクルユーセルの最適使用推進ガイドライン」について 
 本年 4月 19日付けで標記ガイドラインが公表された。本ガイドラインは、再生医療等製品

を真に必要な患者に提供するため、再発又は難治性の多発性骨髄腫に対して使用する際の留

意事項がまとめたものである。ご留意願いたい。 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/jikan/index.html
https://www.mhlw.go.jp/toukei/manual/
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[対象となる再生医療等製品〕 

・一般名：イデカブタゲン ビクルユーセル（販売名：アベクマ点滴静注）／令和4年4月

[参考：その他、最適使用ガイドライン最新版] 

販売名 ガイドライン 通知日等 

イエスカルタ点滴静注 大細胞型B細胞リンパ腫 令和3年4月20日 

キムリア点滴静注
B細胞性急性リンパ芽球性白血病及びびまん性大

細胞型B細胞リンパ腫 
令和3年4月改訂 

ステミラック注 脊髄損傷に伴う神経症候及び機能障害の改善 
平成31年 2月 25

日 

デリタクト注 悪性神経膠腫 令和3年8月11日 

ブレヤンジ静注 大細胞型B細胞リンパ腫及び濾胞性リンパ腫 令和3年5月18日 

詳細は、独立行政法人 医薬品医療機器総合機構 HPを参照 

https://www.pmda.go.jp/files/000220178.pdf 

（２）医療事故情報収集等事業「医療安全情報 No.185 使用済み内視鏡の別の患者への使

用」について 
使用済みの内視鏡を所定の場所に置かなかったため、洗浄・消毒せずに別の患者に使用した

事例が 9 件報告されているのでご留意願いたい（集計期間：2016 年 1 月 1 日～2022 年 2 月 28

日）。 

 なお、事例が発生した医療機関の取り組み等について、以下のとおりお知らせするので、自

施設に合った取り組みを検討していただきたい。 

[事例が発生した医療機関の取り組み〕 

・使用前・使用済みの内視鏡を置く場所をそれぞれ決め、内視鏡検査に関わる職員に周知する。 

・使用済みの内視鏡を置く場所が分かるように表示する。

・検査終了後は、使用済みの内視鏡を決められた場所に置く。

詳細は、公益財団法人 日本医療機能評価機構 HPを参照

https://www.med-safe.jp/ 

（３）「使用上の注意」の改訂について 
 下記医薬品の使用上の注意事項が改訂された。詳細は、厚生労働省 HP に掲載されているの

でご確認いただきたい。 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000204124_00005.html/  

☆令和 4年 5月 9日付け

①コロナウイルス修飾ウリジン RNA ワクチン（SARS-CoV-2）

用法及び用量に関連する注意／追加免疫

（現行） 

接種時期 通常、本剤 2回目の接種から少

なくとも 6ヵ月経過した後に 3回 目の接

種を行うことができる。 

初回免疫として他の SARS-CoV-2 ワクチ

ンを接種した者に追加免 疫として本剤

を接種した臨床試験は実施していない。

（改訂） 

接種時期 通常、本剤 2回目の接種から少な

くとも 5 ヵ月経過した後に 3 回 目の接種

を行うことができる。 

4 回目接種については、ベネフィットとリ

スクを考慮した上 で、高齢者等において、

本剤3回目の接種から少なくとも5ヵ月 経

過した後に接種を判断することができる。 

他の SARS-CoV-2 ワクチンを接種した者に

追加免疫として本剤を 接種した際の有効

性、安全性は確立していない。 

https://www.pmda.go.jp/files/000240432.pdf
https://www.pmda.go.jp/files/000240434.pdf
https://www.pmda.go.jp/files/000240434.pdf
https://www.pmda.go.jp/files/000237404.pdf
https://www.pmda.go.jp/files/000242355.pdf
https://www.pmda.go.jp/files/000240745.pdf
https://www.pmda.go.jp/files/000220178.pdf
https://www.med-safe.jp/
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000204124_00005.html/
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☆令和 4年 5月 13 日付け

①デキサメタゾン（経口剤）（下垂体抑制試験の効能・効果を有する製剤）

新設：効能・効果に関連する使用上の注意、慎重投与、重要な基本的注意

②デキサメタゾン製剤（経口剤及び注射剤）及びベタメタゾン製剤（経口剤、注射剤、坐

剤及び経腸剤）

新設：重要な基本的注意、慎重投与、特定の背景を有する患者に関する注意 ほか

【保  険  部】 

(1) 新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて（その 70）

【日医発第 315 号】 

（県医師会報 5 月号の 46 ページに掲載済） 

(2) 疑義解釈資料（その６）について 【日医発第 278 号】

（県医師会報 5 月号の 67～69 ページに掲載済） 

(3) 疑義解釈資料（その７）について 【日医発第 314 号】

（県医師会報 5 月号の 69～71 ページに掲載済） 

(4) 疑義解釈資料（その８）について 【日医発第 375 号】

（県医師会報 6 月号に掲載予定） 

(5) 検査料の点数の取扱いについて 【日医発第 349 号】

（新たに保険適用が認められた検査 －令和 4 年 5 月 1 日適用－）

（県医師会報 6 月号に掲載予定）（日医雑誌 7 月号にも掲載予定）

※日医ホームページのメンバーズルーム内、医療保険の「新たに保険適用が認められた検査・医療

機器等」のコーナーに掲載済

https://www.med.or.jp/japanese/members/iryo/tekiyo/ 

(6) 令和４年度診療報酬改定関連通知及び官報掲載事項の一部訂正について

【日医発第 335 号】 

（県医師会報 5 月号の 45～46 ページに主なものを掲載済） 

(7) 使用薬剤の薬価（薬価基準）の一部改正等について 【日医発第 291 号】

（県医師会報 5 月号の 46～48 ページに掲載済） 

(8) フィブリノゲン HT 静注用１g「JB」等の医薬品医療機器等法上の効能・効果等の変更

に伴う留意事項の一部改正等について 【日医発第 155 号】

（県医師会報 5 月号の 48～50 ページに掲載済）

(9) 公知申請に係る事前評価が終了し、医薬品医療機器等法に基づく承認事項の一部変更

承認がなされた医薬品の保険上の取扱いについて 【日医発第 154 号】

（県医師会報 5 月号の 50～51 ページに掲載済） 

(10) ヒト化抗ヒト IgE モノクローナル抗体製剤（ゾレア皮下注）に係る最適使用推進ガ

https://www.mhlw.go.jp/content/11120000/000938652.pdf
https://www.mhlw.go.jp/content/11120000/000938652.pdf
https://www.med.or.jp/japanese/members/iryo/tekiyo/
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イドラインの策定に伴う留意事項の一部改正について 【日医発第 138 号】

（県医師会報 5 月号の 51 ページに掲載済） 

(11) 抗 PD-1抗体抗悪性腫瘍剤（オプジーボ点滴静注）に係る最適使用推進ガイドライン

の策定に伴う留意事項の一部改正について 【日医発第 153 号】

（県医師会報 5 月号の 52 ページに掲載済）

(12) 「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」等の一部改正に

ついて（定められた留意事項等に変更が伴う医療機器等－令和４年５月１日適用－）

【日医発第 351 号】（日医雑誌 7 月号にも掲載予定） 

※日医ホームページのメンバーズルーム内、医療保険の「新たに保険適用が認められた検査・医療

機器等」のコーナーに掲載済

(13) 医療機器の保険適用について（5月 1日保険適用分）及び「医療機器の保険適用につ

いて」の一部訂正について 【日医発第 350 号】【日医発第 337 号】

(14) 電子的保健医療情報活用加算の算定要件等について

（県医師会報 5 月号の 71 ページに掲載済） 

(15) リフィル処方に関する誤った報道について 【日医発第 325 号】

（県医師会報 5 月号 45 ページに掲載済） 

(16) 健康保険法及び高齢者の医療の確保に関する法律に規定する患者申出療養の申出等

の手続の細則について」の一部改正について 【日医発第 143 号】

（県医師会報 5 月号 57 ページに掲載済）

〔その他〕 
(17) 資格関係誤りレセプトの発生防止について

・例年３月から４月にかけては、保険者の解散・合併、患者の就職・退職等で資格の変更が多くなる。

単なるレセコンデータの入力誤りだけではなく、窓口で「保険証の確認」を行い、診療録等への転

記を行っていても、レセコンデータの修正をせずに保険請求されている例が例年見受けられるので、

十分ご留意願いたい 

(18) 各種施設基準の届出について
・開設者が変更になった場合、移転開設した場合、医療法人化した場合、診療所から病院あるいは病

院から診療所に変わった場合等は、従前の保険医療機関を廃止し、改めて新規指定申請の手続きを

行うことになる。このことに伴い、従前に届出していた健康保険法上の施設基準等も改めて届出が

必要となる。 

 上記の届出を行わなかった場合は、届出が行われていないこととなり、届出漏れが判明した時点

で、届出漏れの事項に係る診療報酬の返還請求が行われることになるので、十分ご留意願いたい 

☆施設基準等の届出書提出先・問い合わせ先

近畿厚生局滋賀事務所審査課 

〒520-0044 大津市京町三丁目 1-1 大津びわ湖合同庁舎６階 TEL077-526-8114 
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【公 衆 衛 生 部】 

［地  域  保  健］ 

（１）欧州及び米国における小児の原因不明の急性肝炎の発生について
世界保健機関（WHO）は、本年4月21日時点において、12カ国で少なくとも169例（死亡1名）

の小児における原因不明の急性肝炎が報告されており、うち74例でアデノウイルスが検出さ

れているが、原因ウイルス等については不明であるとしている。 

 ついては、今後、原因不明の急性肝炎のうち、以下の暫定症例定義に該当する患者を診察し

た場合には、保健所へ情報提供をお願いしたい。 

［WHOによる暫定症例定義] 

① 確定例：2022 年1月1日以降、アスパラギン酸トランスアミナーゼ（AST）又はアラニン

トランスアミナーゼ（ALT）が500 IU／L を超える急性肝炎を呈した10歳以下の

小児のうちA-E 型肝炎ウイルスの関与が否定されている者。

② 疑い例：2022 年1月1日以降、AST 又はALT が500 IU／L を超える急性肝炎を呈する11

〜16 歳の小児のうちA-E 型肝炎ウイルスの関与が否定されている者。 

③ 疫学的関連例：2022 年1月1日以降に確認された確定例の濃厚接触者である任意の年齢

の急性肝炎を呈する者のうち、A-E 型肝炎ウイルスの関与が否定されている者。 

【疑似症定点医療機関における対応】 

疑似症の定点サーベイランスの一環として行う。 

・A 型・B 型・C 型・E 型肝炎ウイルスの検索と非感染性疾患の検索（D 型肝炎は、B型肝

炎が陽性の時のみに検索）。

・感染症法14 条における疑似症として、直ちに最寄りの保健所に届け出ること。

・患者検体を保存するとともに、保健所の求めに応じて、検体（血液（全血と血清）、便、

呼吸器由来検体）を提出すること。

・暫定症例定義を満たしている症例が肝移植を実施した場合は、保健所に連絡すること。

【疑似症の届出対象の定点医療機関以外の医療機関における対応】 

・A 型・B 型・C 型・E 型肝炎ウイルスの検索と非感染性疾患の検索（D 型肝炎は、B型肝

炎が陽性の時のみに検索）。

・直ちに最寄りの保健所に相談すること。

・感染症法15 条の積極的疫学調査おける保健所の調査に協力すること。

・患者検体を保存するとともに、保健所の求めに応じて、検体（血液（全血と血清）、便、

呼吸器由来検体）を提出すること。

・暫定症例定義を満たしている症例が肝移植を実施した場合は、保健所に連絡すること。

なお、急性肝炎の原因となりうる病原体が検出され、医師が当該病原体を原因とするウイ

ルス性肝炎（E 型肝炎及びA 型肝炎を除く）と診断した場合

・感染症法上、ウイルス性肝炎（E 型肝炎及びA 型肝炎を除く）は５類感染症に定められ

ており、本感染症を診断した医師は７日以内に保健所に届出ること。

・届出においては、原因となる病原体名及びその検査方法を届出票に記載すること。

・アデノウイルスが原因と考えられる場合には、７日を待たず最寄りの保健所に相談する

こと。

詳細は、厚生労働省HPを参照 

  https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_25509.html 

（２）ファイザー社ワクチン及び武田／モデルナ社ワクチンの有効期限の取扱いについて
先般、標記ワクチンの有効期限の取扱いが更新された。被接種者に渡す接種済証に貼用する

ワクチンシールに有効期限が記載されているため、印字されている有効期限以降に接種した

場合にあって、ワクチンシールに延長前の有効期限が印字されている場合には、被接種者に対

して有効期限切れのワクチンを接種した等の不安を与えることがないよう、適切に情報提供

いただきたい。

①ファイザー社ワクチン

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_25509.html
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「12歳以上用」及び「5～11歳用」の有効期限：4月22日に、9か月から12か月へと更に延長 

※有効期限が2022年5月31日まで又はそれ以前となっているバイアルについては、有効期

限が6か月という前提で有効期限が印字されているため、新しい有効期限は印字されて

いる有効期限より6か月長いものとして取り扱う。 

②武田／モデルナ社ワクチン 

ワクチンのロット一覧の更新（令和4年4月26日時点で、有効期限は9か月） 

※有効期限が2022年3月1日まで又はそれ以前となっているバイアルについては、有効期

限が6か月という前提で有効期限が印字されているため、新しい有効期限は印字されて

いる有効期限より3か月長いものとして取り扱う。 
 

（３）「新型コロナワクチン 予診票の確認のポイント Ver 6.0」について 
 本年 4月 13日付けで標記が改訂された。 

[今回更新された主な事項] 

・小児接種について追記 

・新型コロナウイルスに感染後の接種間隔、妊婦中の者の努力義務について、確認すべきポ

イントを改訂し、解説 

・予診票の旧様式に記載されていた「4.接種順位の上位となる対象グループに該当します

か」及び「6.その病気を診てもらっている医師に今日の予防接種は受けてよいと言われ

ましたか」は削除 

詳細は、厚生労働省 HPを参照 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/vaccine_yoshinhyouetc.html 

 

（４）「新型コロナウイルス感染症のＰＣＲ検査等における精度管理マニュアル」について 
 今般、厚生労働省では、令和3年度厚生労働省委託事業として実施された新型コロナウイル

ス感染症のPCR検査等にかかる精度管理調査の結果を踏まえ、「新型コロナウイルス感染症の

PCR検査等における精度管理マニュアル」をとりまとめた。 

 新型コロナウイルス感染症の検査については、医療機関においては医療法（昭和23年法律第

205 号）に基づき精度管理に関する措置を講ずることが定められているので、本マニュアル

を参考に新型コロナウイルスPCR検査等の品質・精度の確保に努めていただきたい。 

○「新型コロナウイルス感染症のPCR 検査等における精度管理マニュアル」 

https://www.mhlw.go.jp/content/000930137.pdf  

○厚生労働省委託事業「新型コロナウイルス感染症のPCR検査等にかかる精度管理調査業務」報告

書（2022年4月） 

https://www.mhlw.go.jp/content/000929808.pdf 

 

（５）「新型コロナウイルス感染症（COVID-19）診療の手引き 別冊 罹患後症状のマネ

ジメント（第１版）」について 
 本年4月28日付けで、標記手引きが改訂された。 

 本手引きは、COVID-19の診療のアプローチやフォローアップ方法について、医療従事者等の

助けとすることを目的に、専門家が知見をとりまとめている「診療の手引き」の別冊として、

罹患後症状についてとりまとめたものであり、令和3年12月1日に暫定版を作成している。今

般、最新の科学的な知見等を盛り込み、よりわかりやすく、臨床現場において活用いただける

よう第1版としてとりまとめられたのでご確認願いたい。 

［改定内容の主な概要］ 

・かかりつけ医等がどの範囲まで対応し経過観察するのか、どのタイミングで専門医・拠点病院の

受診を勧めるのか等について、各症状（呼吸器、循環器、嗅覚・味覚、神経、精神、痛み、皮膚）

ごと、また、小児への対応、様々な症状に対するリハビリテーションについて記載 

・職場等への復帰に関する産業医学的アプローチの記載について、具体的な事例等を盛り込み

改訂 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/vaccine_yoshinhyouetc.html
https://www.mhlw.go.jp/content/000930137.pdf
https://www.mhlw.go.jp/content/000929808.pdf
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詳細は、厚生労働省 HPを参照 

https://www.mhlw.go.jp/content/000935241.pdf/ 

（６）「新型コロナウイルス感染症（COVID-19）診療の手引き・第 7.2 版」について 
本年 5月 9日付けで標記手引きが改訂された。 

＜今回更新された主な事項＞ 

①病原体・疫学

⚫ オミクロン株の BA.2系統

⚫ 懸念される変異株

⚫ COVID-19 死亡者数の図

⚫ 国内・海外発生状況

②臨床像

⚫ 罹患後症状

④重症度分類とマネジメント

⚫ 重症度別マネジメントのまとめの図

⑤薬物療法

⚫ソトロビマブ（ゼビュディ点滴静注液 500mg）2022年４月18日の添付文書改訂によ

る、本剤のオミクロン株（B.1.1.529/BA.2系統）への有効性

⚫ニルマトレルビル/リトナビルに関する記載

⚫ S-217622 に関する記載

⑥院内感染対策

⚫ 妊婦および新生児への対応

詳細は、厚生労働省 HPを参照 
https://www.mhlw.go.jp/content/000936655.pdf/  

（７）新型コロナウイルス感染症に関する情報提供について
下記ホームページ等で情報提供が行われている。

【新型コロナウイルス関連感染症（日本医師会）（随時更新）】

https://www.med.or.jp/doctor/kansen/novel_corona/009082.html 

①新型コロナウイルス感染症対策 医療機関向けガイドライン（令和 3年 12月改訂）

https://www.med.or.jp/doctor/kansen/novel_corona/a_guidolines.pdf

【医療関係通知（厚生労働省）（随時更新）】 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/ 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/kenkou/ 

①医療機関向け情報（治療ガイドライン、臨床研究など）

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00111.html

【医療関係通知（滋賀県）（随時更新）】 

https://www.pref.shiga.lg.jp/ippan/kenkouiryouhukushi/ 

（８）令和４年度インフルエンザＨＡワクチン製造株について
厚生労働省において、以下のとおり決定したとのことである。ご了知願いたい。

＜Ａ型株＞ Ａ／ビクトリア／１／２０２０（ＩＶＲ－２１７）（Ｈ１Ｎ１） 

Ａ／ダーウィン／９／２０２１（ＳＡＮ－０１０）（Ｈ３Ｎ２） 

＜Ｂ型株＞ Ｂ／プーケット／３０７３／２０１３（山形系統）  

Ｂ／オーストリア／１３５９４１７／２０２１（ＢＶＲ－２６）（ビクトリア系統） 

https://www.mhlw.go.jp/content/000935241.pdf/
https://www.mhlw.go.jp/content/000936655.pdf/
https://www.med.or.jp/doctor/kansen/novel_corona/009082.html
https://www.med.or.jp/doctor/kansen/novel_corona/a_guidolines.pdf
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/kenkou/
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00111.html
https://www.pref.shiga.lg.jp/ippan/kenkouiryouhukushi/
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【小 児 保 健 部】 

［学  校  保  健］ 

（１）新型コロナウイルスに関連した感染症対策に関する対応について
下記ホームページ等で情報提供が行われているので、ご確認願いたい。

【滋賀県教育委員会】※随時更新 

https://www.pref.shiga.lg.jp/edu/school/hokentaiiku/anzenkyusyoku/hoken/310418.h

tml 

①学校における新型コロナウイルス感染症対策と学校運営に関するガイドライン

（令和4年4月22日一部改訂）

https://www.pref.shiga.lg.jp/edu/hodo/oshirase/325034.html 

【文部科学省】※随時更新 

〇幼小中高・特別支援学校に関する情報 

https://www.mext.go.jp/a_menu/coronavirus/mext_00015.html/  

５、ホームページ会員向けサイトへの「お知らせ」登載一覧 
4/25（月）「新型コロナウイルス感染症のPCR検査等における精度管理マニュアル」について 

（周知) 

4/26（火）新型コロナウイルス感染症における中和抗体薬の医療機関への配分について（疑義

応答集の追加等） 

5/2 （月）大津赤十字病院「ご紹介患者さま担当医師名一覧表」 

5/2 （月）令和4年度 認知症サポート医養成研修受講申込書 

5/6 （金）欧州及び米国における小児の原因不明の重篤な急性肝炎の発生について（注意喚起

及び情報提供依頼） 

5/9 （月）「新型コロナウイルス感染症（COVIDCOVID-19）診療の手引き 別冊罹患後症状のマ

ネジメント（第１版)」の周知について

5/9 （月）欧州及び米国における小児の原因不明の急性肝炎の発生について(協力依頼) 

5/9 （月）宿泊療養又は自宅療養を証明する書類について 

5/10（火）小児の原因不明の重篤な急性肝炎の対応フロー 

5/11（水）新型コロナウイルス感染症に関する自費検査機関一覧の更新に係る調査への協力に

ついて 

5/11（水）新型コロナウイルス感染症における経口抗ウイルス薬（パキロビッド®パック）の医

療機関及び薬局への配分について 

5/11（水）【役員選挙】理事・監事・裁定委員 各推薦書 

5/13（金）「新型コロナウイルス感染症（COVID-19）診療の手引き・第7.2 版」の周知につい

て 

5/13（金）日本医師会副会長 松原謙二先生からの文書 

5/20（金）【淡海医療センター】新型コロナワクチン接種日程の一部変更のお知らせ 

5/23（月）COVID-19 対策におけるマスク着用の考え方「着けてよし！外してよし！みんなよ

し！！」の周知について（依頼） 

5/26（木）マスクの着用の考え方及び就学前児の取扱いについて(改定） 

5/26（木）マスクの着用の考え方及び就学前児の取扱いについて(追加) 

６、滋賀県医師会 講演会・研修会等のご案内 ..................... （総務資料 13）p.71 

https://www.pref.shiga.lg.jp/edu/school/hokentaiiku/anzenkyusyoku/hoken/310418.html
https://www.pref.shiga.lg.jp/edu/school/hokentaiiku/anzenkyusyoku/hoken/310418.html
https://www.pref.shiga.lg.jp/edu/hodo/oshirase/325034.html
https://www.mext.go.jp/a_menu/coronavirus/mext_00015.html/
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７、滋賀県医師会 5月以降 行事予定表  ...................... （総務資料 14）p.72 
第 222 回定例代議員会、令和 4 年度人権学習会の開催について 

と き：令和 4 年 6 月 16 日（木） 

ところ：琵琶湖ホテル 3 階 瑠璃 

①第 222 回定例代議員会（ 14：30～15：30 ）

②人権学習会（ 15：30～16：20 ）

８、当医師会の 6 月行事予定表  ...................... （総務資料 15）p.76 

講演会名：第 195 回草津栗東医師会循環器研究会 

開催日時：2022年 6月 15 日(水) 20:00～21:30 

講 師：滋賀医科大学 心臓血管外科 教授 鈴木 友彰 先生 

演 題：『心臓血管外科における最新トピック～抗凝固療法の現状含めて～』 

開催場所：ZOOMを使用した WEB研修 

共 催 名：第一三共株式会社 

講演会名：草津栗東医師会学術講演会 

開催日時：2022年 6月 25 日(土) 16:30～17:30 

講 師：滋賀医科大学医学部附属病院 循環器内科 教授 中川 義久 先生 

演 題：「心不全・高血圧治療における最近の話題」 

開催場所：クサツエストピアホテル 2階 瑞祥の間 

共 催 名：大塚製薬株式会社 
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☆★☆医協連絡事項☆★☆ 

 
1．サイバー攻撃に対する備え 

近年、ウイルスやハッキングによるサイバー攻撃により、電子カルテの閲覧不能や個人情報漏え

いに関する被害が報告されています。対策として、ウイルス対策ソフトを導入し、不審なメールや

サイトに注意することが挙げられますが、万一の際に備えるために保険に加入することも重要で

す。当組合では「医療機関用団体サイバー保険」を取り扱っており、サイバー事故により生じた第三者に

対する「損害賠償責任」のほか、事故時に必要となる「費用」や「喪失利益」が包括的に補償される保険で

す。単独での加入も可能ですが、滋賀県医師会が団体契約の医師賠償責任保険にご加入いただいてい

れば、団体割引 20％を適用され割安な保険料でご加入いただけます。詳細については、当組合福祉課ま

でご連絡ください。 

 

2．医療用品カタログGooDs 2022-2023年度版発刊のお知らせ 

「医療用品カタログ MEDICAL SUPPLY GooDs」2022-2023年度版が 5月 23日に発刊されます。新

年度のカタログには新たに 2,000品目が追加され、約 24,200品目が掲載されています。オンライ

ンショップでは WEB 限定商品も多数掲載しており、WEB 掲載商品は約 32,200 品目で随時増加いた

します。便利なオンラインショップも是非ご利用ください。 

発刊日以降は新刊をご利用いただけるよう、ゆうメールにてお送りしておりますが、万が一新年

度のカタログがお手元に届いていない場合は購買課までご連絡ください。 

 

3．医療経営を考えるアフタヌーンセミナー開催の報告とお知らせ 

医療経営を考えるアフタヌーンセミナーでは、1 年間にわたり全 6 回、経験豊富な講師陣が、初

めての方にもわかりやすく説明いたします。第 1回目のセミナーを 4月 14日（木）に開催し、「ち

ょっと待ったその節税！お金を残すためにすべき節税対策」をテーマに、随時質問を受け付けなが

ら、税理士の先生から解説をしていただきました。少人数のプライベートサロンでの開催のため会

話も弾み、参加者の皆様には概ね満足をいただけたと思います。 

第 2回を 6月 9日（木）14:00～15:30に開催いたします。次は経営者でもある先生方にとって関

心の高い「税務署がやって来る！知っておきたい、その傾向と対策」をテーマに解説していただき

ます。ぜひお気軽にご参加ください。参加をご希望の方は購買課までご連絡ください。 
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草 年 発 第 ５ １ ９ 号

栗 保 年 第 １ ９ ６ 号

令 和 ４ 年 ６ 月 １ 日

一般社団法人草津栗東医師会

医 療 機 関 各 位

草津市長 橋川 渉

栗東市長 野村 昌弘

（ 公 印 省 略 ）

特定健康診査にかかる治療中患者情報の提供について（依頼）

初夏の候、ますます御健勝のこととお慶び申し上げます。

平素は、両市の各種健（検）診事業に格別の御理解、御協力をいただき、厚くお礼申

し上げます。

さて、両市が実施している特定健康診査の対象者の中には、慢性疾患や外傷等で治療

中であることから、健診を受診されない方もおられます。しかし、治療中の方について

も生活習慣病の早期発見・重症化予防を行い、生活習慣病の有病者・予備群の減少を図

るため、健診を受けていただくことが必要です。受診券の配布の際に、ご協力いただけ

る方は、医療機関での治療中データを提供（治療中患者情報提供）いただくようお願い

しております。

被保険者が治療中患者情報提供を希望される場合、各実施医療機関の御協力が必要と

なりますことから、各実施医療機関でとっていただく手続の流れをお示しした「治療中

患者情報の提供について」を作成いたしました。

御多忙の中誠に恐縮でございますが、患者様から治療中患者情報提供に係るお申し出

があった際には、何卒御協力を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

草津市保険年金課

担当者：美馬

連絡先：TEL 561-2366 FAX 561-2480 

栗東市保険年金課

担当者：池内 

連絡先：TEL 551-1807 FAX 553-0250 
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治療中患者情報提供について 

（１）対象者 

 市の特定健診対象者で、慢性疾患や外傷等により、特定健診実施医療機関にて治

療中であり特定健診を受診する意思がない者（６ヶ月未満の入院患者含む） 

※治療中患者情報提供１件につき、委託料として３，３００円支払われます。 

                     

 下記の基本項目のデータがそろっていることをお確かめ下さい。 

◎：治療中により実施機関にて把握している項目 

○：検査データは、総合判定を行う２～３か月以内の検査結果を基本とする 

（測定に要する費用は「治療中患者情報提供料」に含まれる） 

（各検査の測定が２～３ヶ月以内でない場合は、検査実施日が当該年度 

であれば可） 

★：検査結果データがある場合は記入する項目 

 

 

 

 

 

（２）検査項目一覧 

区分 内  容  対応 項目が不足の場合の対応 

基
本
項
目
（
必
須
項
目
） 

既往歴の調査（服薬歴及び喫煙習慣

の状況に係る調査を含む） 

○ 

測定が必要。 

測定する費用は、治療中患者

情報提供料に含まれるため、

保険診療での取り扱いとなり

ません。 

※血圧は１回の測定で可。 

自覚症状及び他覚症状の検査 ○ 

身体計測 

身長 ○ 

体重 ○ 

腹囲 要計測 

血圧 
収縮期血圧 ○ 

拡張期血圧 ○ 

血中脂質検査 

中性脂肪 ◎ 

通常の特定健診を案内して 

ください。 

※生理中の女性、腎疾患等が

あるために、排尿障害を有し

ている方は、尿検査不要。 

HDL ｺﾚｽﾃﾛｰﾙ ◎ 

LDL ｺﾚｽﾃﾛｰﾙ ◎ 

肝機能検査 

AST(GOT) ◎ 

ALT(GPT) ◎ 

γ-GT(γ-GTP) ◎ 

血糖検査 

※いずれか 

１つのみで可 

空腹時血糖  

◎ ヘモグロビン A1c 

随時血糖 

尿検査 
糖 ◎ 

蛋白 ◎ 

追加健診項目 

※任意項目 

データがなければ不要 

尿潜血 ★ 
再検査不要。 

治療中患者情報提供票は 

空欄で提出してください。 

尿酸 ★ 

クレアチニン ★ 

eGFR ★ 

留意事項  ①基本項目を実施していなければ、治療中患者情報の提供を実施し

たとみなされないため、委託料は支払われない。 

②各検査の測定は同日でなくても可 
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（３）手続きの流れ 

①対象者が「国民健康保険被保険者証」と「特定健診受診券」を持っているか 

確認してください。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②検査項目を確認してください。（「（２）検査項目一覧」を参照） 

 

 

 

 

 

 

 

                   （検査項目に不足がない場合） 

 

③対象者に「治療中患者情報提供票」の本人同意欄への署名を依頼してください。 

（対象者が記入困難な場合は代筆可） 

 

 

 

④「治療中患者情報提供票」を作成後、コピーを２部とってください。 

１部は対象者へ、１部は実施医療機関で保管し、原本は滋賀県国民健康保険団体 

連合会に提出してください。 

 

 

 

⑤請求書を滋賀県国民健康保険団体連合会へ提出してください。 

【送付先住所】 

〒520-0043 大津市中央 4 丁目 5－9  

【送付先電話番号】077-522-2960 

【送付物】請求書、治療中患者情報提供票（原本） 

 

留意事項 

① 保険証がない場合は、市に電話で資格確認。 

草津市保険年金課 ℡ ０７７－５６１－２３６６ 

栗東市保険年金課 ℡ ０７７－５５１－１８０７ 

② 受診券がない場合、対象者に市で受診券を再発行するよう案内。 

（他の医療機関等で受診券を使用して、既に特定健康診査を受診され

ていないか確認をお願い致します。） 

留意事項 

血液検査、尿検査に不足があり、改めて検査が必要な場合は、 

対象者に、通常の特定健診を受診するよう案内をお願いします。 
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栗保年第２０６号 
令和４年６月１日 

 
一般社団法人草津栗東医師会 

医 療 機 関 各 位 
 

栗東市長 野村 昌弘 
（ 公 印 省 略 ） 

          
特定健康診査にかかる早期受診事業について 

 
初夏の候、ますます御健勝のこととお慶び申し上げます。 
平素は、本市の各種健（検）診事業に格別の御理解、御協力をいただき、厚く御礼申

し上げます。 
さて、本市では特定健康診査の早期受診並びに受診率向上の取組として、本市の国民

健康保険加入者で令和４年１０月末までに特定健康診査を受診された方に本市オリジ

ナル QUO カード（1,000 円分）を進呈します。 
また特定健康診査対象者で令和４年１０月末までに「職場の定期健康診査を受診し結

果を情報提供された方」および「特定健診実施医療機関に定期的に受診されている方で

検査データを提供された方」についても本市オリジナル QUO カード（1,000 円分）を

進呈します。（対象者への QUO カードの発送時期は令和５年３月を予定しています。） 
特定健診受診対象者には、医療機関で特定健診を受診される際は早めに予約をしてい

ただくよう勧奨をしていきます。また新型コロナウイルス感染症の感染状況によっては、

早期受診の期限を延長することがあります。 
つきましては被保険者の特定健診の早期受診へのご協力並びに受診勧奨についてよ

ろしくお願いいたします。 
 

栗東市保険年金課   
担当者：池内  
TEL 551-1807  
FAX 553-0250 
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栗 保 年 第    号 
令和４年  月  日 

 
一般社団法人草津栗東医師会 

医 療 機 関 各 位 様 
 

栗東市長 野村 昌弘 
（ 公 印 省 略 ） 

          
特定健康診査にかかる通院者対策事業について 

 
初夏の候、ますます御健勝のこととお慶び申し上げます。 
平素は、本市の各種健（検）診事業に格別の御理解、御協力をいただき、厚く御礼申

し上げます。 
さて、本市が実施している特定健康診査の受診率向上事業の一環として、医療機関を

通じて通院者へ特定健康診査への受診勧奨を実施したいと考えています。 
つきましては本市国民健康保険加入者（特定健康診査対象年齢）の受診時における別

紙チラシの配布、並びに同チラシの窓口掲示等についてご協力願いたく、お手数ですが

よろしくお願いいたします。 
なお、特定健康診査を実施していない医療機関につきましても特定健康診査の受診率

向上への取組の趣旨をご理解のうえ、ご協力いただきますようお願いいたします。 
 

栗東市保険年金課   
担当者：池内  
TEL 551-1807  
FAX 553-0250 
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※令和４年５月１７日時点
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第１波

（2020/3/1～2020/5/31）

第２波

（2020/7/1～2020/8/31）

第３波

（2020/11/1～2021/3/31）

第４波

（2021/4/1～2021/6/30）

第５波

（2021/7/1～2021/9/30）

第６波

（2022/1/1～）

致
命
率
（
％
）

滋賀県におけるCOVID-19 各波の致命率（死亡者数/新規陽性者数）

0～19歳

20～39歳

40～59歳

60～79歳

80歳以上

1.7 % 2.2 % 1.3 % 0.1 % 0.2 %1 .0 %全年齢 49



波 0～19歳 20～39歳 40～59歳 60～79歳 80歳以上 合計

第１波
（2020/3/1～2020/5/31）

6 38 32 23 1 100

第２波
（2020/7/1～2020/8/31）

35 129 81 59 45 349

第３波
（2020/11/1～2021/3/31）

306 682 671 358 201 2218

第４波
（2021/4/1～2021/6/30）

417 918 828 479 143 2785

第５波
（2021/7/1～2021/9/30）

1630 2781 1817 366 90 6684

第６波
（2022/1/1～）

27290 21478 16740 5769 2373 73659

合計 29684 26035 20169 7054 2853 85795

参考（滋賀県）

各波の年齢階級別新規陽性者数 各波の年齢階級別死亡者数

波 0～19歳 20～39歳40～59歳60～79歳 80歳以上 合計

第１波
（2020/3/1～2020/5/31）

0 0 0 1 0 1

第２波
（2020/7/1～2020/8/31）

0 0 0 1 5 6

第３波
（2020/11/1～2021/3/31）

0 0 1 18 30 49

第４波
（2021/4/1～2021/6/30）

0 0 0 12 23 35

第５波
（2021/7/1～2021/9/30）

0 0 2 2 3 7

第６波
（2022/1/1～）

0 0 3 26 84 113

合計 0 0 6 60 145 211

※令和４年５月１７日時点
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 職場におけるハラスメントの防止に関する規程  

  

令和 4年 5月 11日制定 

 

（目的） 

第１条 この規程は、滋賀県医師会就業規則（以下「就業規則」という）第 3条第 5項の規定に基づき、職

場におけるパワーハラスメント、セクシュアルハラスメント及び妊娠・出産・育児休業等に関するハラスメン

ト（以下｢職場におけるハラスメント｣という）を防止するために職員が遵守するべき事項を定める。 

   なお、この規程における職員とは、正職員だけではなく、嘱託職員、契約職員、臨時職員、派遣職員も

含むものとする。 

 

（パワーハラスメント、セクシュアルハラスメント及び妊娠・出産・育児休業等に関するハラスメントの定義） 

第２条 パワーハラスメントとは、優越的な関係を背景とした言動であって、業務上の必要かつ相当な範囲

を超えたものにより、就業環境を害することをいう。なお、客観的にみて、業務上必要かつ相当な範囲で

行われる適正な業務指示や指導については、職場におけるパワーハラスメントには該当しない。 

２ セクシュアルハラスメントとは、職場における性的な言動に対する他の職員の対応等により当該職員の

労働条件に関して不利益を与えること又は性的な言動により他の職員の就業環境を害することをいう。ま

た、相手の性的指向又は性自認の状況にかかわらないほか、異性に対する言動だけでなく、同性に対す

る言動も該当する。 

３ 前項の他の職員とは直接的に性的な言動の相手方となった被害者に限らず、性的な言動により就業環

境を害されたすべての職員を含むものとする。   

４ 妊娠・出産・育児休業等に関するハラスメントとは、職場において、上司や他の職員が、職員の妊娠・出

産及び育児等に関する制度又は措置の利用に関する言動により職員の就業環境を害すること並びに妊

娠・出産等に関する言動により女性職員の就業環境を害することをいう。なお、業務分担や安全配慮等

の観点から、客観的にみて、業務上の必要性に基づく言動によるものについては、妊娠・出産・育児休業

等に関するハラスメントには該当しない。 

５ 第１項、第２項及び第４項の職場とは、職員が業務を遂行するすべての場所をいい、また、就業時間内

に限らず、実質的に職場の延長とみなされる就業時間外の時間を含むものとする。 

  

（禁止行為） 

第３条 すべての職員は、他の職員を業務遂行上の対等なパートナーとして認め、職場における健全な秩

序並びに協力関係を保持する義務を負うとともに、その言動に注意を払い、職場内において次の第２項

から第５項に掲げる行為をしてはならない。また、職員以外の者に対しても、これに類する行為を行っては

ならない。 

２ パワーハラスメント(第２条第１項の要件を満たした以下のような行為)  

（1） 暴行・傷害などの身体的な攻撃 

（2） 脅迫・名誉棄損・侮辱・暴言などの精神的な攻撃 

（3） 隔離・仲間外し・無視などの人間関係からの切り離し 

（4） 業務上明らかに不要なことや遂行不可能なことの強制、仕事の妨害など 

（5） 業務上の合理性なく、能力や経験とかけ離れた程度の低い仕事を命じることや仕事を与えないこと 

（6） 職場内外での継続的な監視や、私的なことに過度に立ち入ること 

（7） その他の前条第 1項に該当する行為 

３ セクシュアルハラスメント(第２条第２項の要件を満たした以下のような行為)  

（1） 性的及び身体上の事柄に関する不必要な質問・発言 

（2） わいせつ図画の閲覧、配付、掲示 

（3） 性的及び身体上の事柄に関するうわさの流布 

（4） 不必要な身体への接触 

（5） 性的な言動により、他の職員等の就業意欲を低下せしめ、能力の発揮を阻害する行為 

（6） 交際・性的関係の強要 
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（7） 性的な言動への抗議又は拒否等を行った職員等に対して、解雇、不当な人事考課、配置転換等の

不利益を与える行為 

（8） その他の前条第 2項に該当する行為 

４ 妊娠・出産・育児休業等に関するハラスメント(第２条第４項の要件を満たした以下のような行為)  

（1） 妊娠・出産、育児･介護に関する制度や措置の利用等に関し、解雇その他不利益な取扱いを示唆

する行為 

（2） 妊娠・出産、育児･介護に関する制度や措置の利用を阻害する言動 

（3） 妊娠・出産、育児･介護に関する制度や措置を利用したことによる嫌がらせ等 

（4） 妊娠・出産等したことにより、解雇その他の不利益な取扱いを示唆する言動 

（5） 妊娠・出産等したことに対する嫌がらせ等 

（6） その他の前条第 4項に該当する行為 

５ 職員等が職場におけるハラスメントを受けている事実を認めながら、これを黙認する行為 

 

（懲戒） 

第４条 次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める懲戒処分を行う。 

（1）第３条第２項（2）から（7）、第３条第３項（1）から（5）までのいずれか若しくは（8）の行為及び第４項の行

為を行った場合は、就業規則第 47条（1）から（3）までに定める譴責、減給、出勤停止とする 

（2） 前号の行為が再度に及んだ場合、その情状が悪質と認められる場合、第 3条第２項（1）又は第３条第３項

（6）、（7）の行為を行った場合は、就業規則 47条（4）に定める懲戒解雇とする 

 

 （相談及び苦情への対応） 

第５条 職場におけるハラスメントに関する相談窓口は事務局長又は各課課長とし、その責任者は事務局

長とする。但し、事務局長等上席が当事者の場合は次席の者とする。 

２ 職場におけるハラスメントの被害者に限らず、すべての職員等は、職場におけるハラスメントに関する相

談を相談窓口の担当者に申し出ることができる。 

３ 対応マニュアルに沿い、相談窓口担当者は相談者からの事実確認の後、事務局長に報告する。事務

局長は相談者のプライバシーに配慮した上で、必要に応じて行為者、被害者、上司その他職員等に事

実関係を聴取することとする。 

４ 前項の聴取を求められた職員等は、正当な理由なくこれを拒むことはできない。 

５ 対応マニュアルに沿い、事務局長は会長に事実関係を報告し、事務局長は、問題解決のための措置と

して、第 4条による懲戒の他、行為者の異動等被害者の労働条件及び就業環境を改善するために必要

な措置を講じる。 

６ 相談及び苦情への対応に当たっては、関係者のプライバシーを保護するとともに、相談をしたこと又は

事実関係の確認に協力したこと等を理由として不利益な取扱いは行わないこととする。 

 

 （再発防止の義務） 

第６条 事務局長は、職場におけるハラスメント事案が生じた時は、周知の再徹底及び研修の実施、事案

発生の原因の分析等、適切な再発防止策を講じなければならない。 

 

  

附則 本規定は令和 4年 4月 1日から実施する。 
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2022年4月1日より 改正個人情報保護法 施行１

ご存知ですか？ 改正個人情報保護法

個人情報保護法に「漏えい等の報告」に関する条文は新設され、これまでよりも
情報漏えい時の対応が厳格化されます。

一定の基準を満たす個人情報の漏えいが発生した場合

①個人情報保護委員会への報告

②漏えい対象となった被害者ご本人への通知が義務化

改正個人情報保護法 第22条の2 より

改正個人情報保護法 第6条の2 より

C

要配慮個人情報
の漏えい、

滅失または毀損
or そのおそれ
（個人の健康状態等）

不正の目的を
もって行われた
可能性がある
漏えいorおそれ

（不正アクセス等）

財産的被害が
発生する

可能性がある
漏えい or おそれ

（クレカ番号や
ネットバンキングID等）

大規模な漏えい
orそのおそれ

（1000件以上）

件数は1件から、報告と通知の対象

以下のいずれかに該当する場合をいいます。

速報報告 発生後、速やかに（３～５日以内）に委員会へ速報報告
※報告先：個人情報保護委員会（内閣総理大臣の所轄に属する行政委員会）

確報報告
発生後、30日以内（不正アクセスが原因の場合60日以内）に
上記の事項をすべて対応して報告

概要 ・ 漏えい等が発生した（おそれのある）個人データの項目
漏えい等が発生した（おそれのある）個人データに係る人数
原因 ・ 二次被害の有無および内容 ・ 本人への対応の実施状況
好評の実施状況 ・ 再発防止のための施策 など

調査・準備

一定の基準を満たす個人情報の漏えい とは
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想 定 事 故 事 例２

＜ご参考＞ 下記想定事故事例でかかる費用を報告書に当てはめてみると・・・

・謝罪広告費（新聞掲載等）

約50万円

・見舞金費用

（クオカード500円＋郵送代等200円）

×10,000名 約700万円

・弁護士への相談費用 約150万円

・コールセンターの設置費用 約500万円

・超過勤務手当 約200万円

・再発防止策の実施/認証費用

（不正使用監視等）約200万円

合計 約2,400万円

本資料は保険契約の締結の勧誘を目的としたものではありません。

【参考】

S1タイプ
年間保険料（1施設あたり）：

29,380円
保険金額：
損害賠償 1,000万円
事故対応特別費用 100万円

個人情報保護委員会 宛

＜ 診 療 所＞ 売上高1億円

＜ 事 故 例 ＞ 電子カルテのサーバに外部から不正アクセスの可能性があり、

患者の個人情報約10,000件漏えいの可能性

・原因調査費 （ログ解析・検査・人件費等）

約300万円

・パソコン、サーバー等の復旧・修理費

約300万円

【参考】ログ解析等：
パソコン1台につき 約100万円
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□1  第 三 者 へ の 賠 償 責 任 に 関 す る 補 償  

医療機関用団体サイバー保険の補償内容 

● サイバー攻撃、情報漏えい、システム管理等に起因して、他人に損害を与えた場合の賠償責任・ 
争訟費用を補償します。 

□2  事 故 時 ・ 事 故 後 の 対 策 等 に 必 要 な 費 用 の 補 償  

□3  利益損害・営業継続のために必要な費用の補償（オプション） 

● ネットワークを構成する IT 機器等が機能停止することによって生じた利益損害および、 
営業を継続するための一時的な追加費用を補償します。 

● サイバー攻撃、情報漏えい等の発生に起因して生じる「事故調査」から「解決/再発防止」 
までの諸費用を補償します。 

医療機関サイバー攻撃の事例 
●A 病院にて、2017 年に業務用 PC や医療機器がランサムウェアに感染し、胸部単純 CT を撮影する際に端末
が再起動してしまう不具合。 
●B 病院にて 2018 年 10 月に、同月に導入したばかりの電子カルテシステムがランサムウェアに感染する被害。
→システム会社のミスでバックアップデータなし。 
● 2021 年 10 月、C 病院にてランサムウェアにより、約 8 万 5000 人分の電子カルテが閲覧できなくなった。
(復旧に 2 ヶ月) 

お問い合わせ先 このチラシは概要を説明したものです、詳細は取扱代理店または損保ジャパンまでお問い合わせください。 

＜引受保険会社＞ 損害保険ジャパン株式会社  
滋賀支店法人支社 

〒520-0806 滋賀県大津市打出浜 3-20   
TEL：077-523-318 
受付時間：平日午前９時から午後５時まで 
（土・日・祝日・年末年始は、お休みとさせていただきます。） 

＜取扱代理店＞ 滋賀県医師協同組合 福祉課  
〒520-3031 滋賀県栗東市綣 1-10-7 
TEL：077-516-8660 
受付時間：平日午前 9 時から午後 5 時 30 分まで 

医療機関用団体サイバー保険 

サイバー攻撃、個人情報漏えいリスクへの 

備えは十分ですか？ 
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滋 医 政 第 ５ ４ ４ 号

令和４年(2022年)５月 24日

一般社団法人滋賀県医師会長 

一般社団法人滋賀県病院協会長 

各 地 域 医 師 会 長 

各 消 防 本 部 ( 局 ) 消 防 (局 )長 様 

大 津 市 保 健 所 長

各 保 健 所 長 

防 災 危 機 管 理 局 長 

滋賀県健康医療福祉部長 

（ 公 印 省 略 ）  

救急病院等を定める省令に基づく救急病院の告示について（通知） 

 このことについて、下記の医療機関が別添のとおり救急病院として告示され

ましたので通知します。 

記 

医療機関名 所在地 

医療法人弘英会琵琶湖大橋病院 大津市真野五丁目１番２９号 

東近江市立能登川病院 東近江市猪子町１９１番地 

70



第3回理事会連絡事項

開催日時 講演会・研修会名 会場等 内容・講師等 実施主体 申込先・連絡先 研修会単位等　

6月5日（日）
14:30～19:00

産業医研修会 男女共同参画センター
G-NETしが　大ホール
近江八幡市鷹飼町80-4

1.「色覚異常の基本と職場での配慮事項」（仮題）
むらき眼科　院長　村木　早苗　先生

2.「事例に見るメンタルヘルスの実際」（仮題）
バイオメンタルクリニック　院長　石黒　淳　先生

3.「腰痛、膝関節痛の対策」（仮題）
びわこ成蹊スポーツ大学　スポーツ学部スポーツ学科　教授

　　保健センター長　小松　猛　先生

滋賀県
医師会

産業保健担当
会報4月号・FAXにて案
内済

日医生涯教育制度：
(申請予定）
日医認定産業医制度：
(申請中）
基礎　実地1.5単位

　　後期3.0単位
生涯  実地1.5単位

　専門3.0単位

★ 6月26日（日）
14:30～19:00

産業医研修会 滋賀県立文化産業交流会
館　小劇場
米原市下多良2丁目137

1.「産業医のためのSBIRITS（エスバーツ：飲酒スクリーニング、簡易介入、
専門治療・相談機関・自助グループへの紹介）の進め方」（仮題）

　 滋賀県立精神医療センター　精神科部長　濱川　　　浩　先生
2.「両立支援について」（仮題）

滋賀産業保健総合支援センター　副所長　吉川　昌毅　氏
3.「産業医活動関連法改正と通達」（仮題）

一般財団法人近畿健康管理センター　理事長　木村　　隆　先生

滋賀県
医師会

産業保健担当
会報5月号・FAXにて案
内予定

日医生涯教育制度：
(申請予定）
日医認定産業医制度：
(申請中）
基礎  後期4.5単位
生涯 更新1.5単位

　専門3.0単位

★ 7月２日（土）
15：00～18：00

滋賀県医師会スポーツ医研修会
（第10回びわこスポーツ医学カン
ファレンス）

ピアザ淡海　滋賀県立県民
交流センター　大会議室
大津市におの浜1-1-20

①「競泳滋賀県代表チームの帯同トレーナーとしての経験
水泳選手のコンディショニング」
滋賀県水泳連盟帯同トレーナー　理学療法士　中島　　彩　先生

②「指導者から見た水泳の競技特性とジュニア世代の注意点」
堅田イトマンスポーツクラブ　奥谷　直史　先生

③「水泳のスポーツ障害とコロナ禍でのオリンピックの経験、そして金メダル！」
はたスポーツ整形クリニック　院長　畑　　正樹　先生
イトマン東進 　　大橋　悠依　氏

滋賀県
医師会

スポーツ医担当
会報5月号・ＦＡＸにて案
内予定

日医生涯教育制度：
(申請予定）
日医認定健康スポーツ医
制度再研修2単位
(申請中)

★ 7月28日（木）
14：00～15：00

令和４年度死体検案研修会
（草津栗東医師会）

草津市立市民総合交流セ
ンター
草津市大路二丁目1-35

テーマ「はじめての死体検案」
滋賀医科大学 社会医学講座 法医学部門　教授　一杉　正仁　先生

滋賀県
医師会

検案担当
地域医師会から案内

日医生涯教育制度
　CC：6-1単位

★ 7月29日（金）
14：30～15：30

令和４年度死体検案研修会
（高島市医師会）

高島市民病院
高島市勝野１６６７

テーマ「はじめての死体検案」
滋賀医科大学 社会医学講座 法医学部門　教授　一杉　正仁　先生

滋賀県
医師会

検案担当
地域医師会から案内

日医生涯教育制度
　CC：6-1単位

★ 9月27日（火）
14：30～15：30

令和４年度死体検案研修会
（近江八幡市蒲生郡医師会）

竜王町公民館
蒲生郡竜王町大字小口276-1

テーマ「はじめての死体検案」
滋賀医科大学 社会医学講座 法医学部門　教授　一杉　正仁　先生

滋賀県
医師会

検案担当
地域医師会から案内

日医生涯教育制度
　CC：6-1単位

★ 9月28日（水）
14：00～15：00

令和４年度死体検案研修会
（彦根医師会）

彦根市保健・医療複合施設
くすのきセンター
彦根市八坂町1900-4

テーマ「はじめての死体検案」
滋賀医科大学 社会医学講座 法医学部門　教授　一杉　正仁　先生

滋賀県
医師会

検案担当
地域医師会から案内

日医生涯教育制度
　CC：6-1単位

★ 9月29日（木）
15：00～16：00

令和４年度死体検案研修会
（東近江医師会）

東近江地域医療支援セン
ター
東近江市中小路町483-4

テーマ「はじめての死体検案」
滋賀医科大学 社会医学講座 法医学部門　教授　一杉　正仁　先生

滋賀県
医師会

検案担当
地域医師会から案内

日医生涯教育制度
　CC：6-1単位

★ 10月27日（木）
14：00～15：00

令和４年度死体検案研修会
（守山野洲医師会）

守山市すこやかセンター
守山市下之郷三丁目2-5

テーマ「はじめての死体検案」
滋賀医科大学 社会医学講座 法医学部門　教授　一杉　正仁　先生

滋賀県
医師会

検案担当
地域医師会から案内

日医生涯教育制度
　CC：6-1単位

★ 12月22日（木）
15：00～16：00

令和４年度死体検案研修会
（大津市医師会）

琵琶湖ホテル
大津市浜町2-40

テーマ「はじめての死体検案」
滋賀医科大学 社会医学講座 法医学部門　教授　一杉　正仁　先生

滋賀県
医師会

検案担当
地域医師会から案内

日医生涯教育制度
　CC：6-1単位

★ 令和5年1月26日（木）
14：00～15：00

令和４年度死体検案研修会
（甲賀湖南医師会）

公立甲賀病院
甲賀市水口町松尾1256

テーマ「はじめての死体検案」
滋賀医科大学 社会医学講座 法医学部門　教授　一杉　正仁　先生

滋賀県
医師会

検案担当
地域医師会から案内

日医生涯教育制度
　CC：6-1単位

★ 令和5年3月23日（木）
15：30～16：30

令和４年度死体検案研修会
（湖北医師会）

北ビワコホテルグラツィエ
長浜市港町4-17

テーマ「はじめての死体検案」
滋賀医科大学 社会医学講座 法医学部門　教授　一杉　正仁　先生

滋賀県
医師会

検案担当
地域医師会から案内

日医生涯教育制度
　CC：6-1単位

講　演　会　・　研　修　会　等　の　ご　案　内

★ 新規
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令和4年5月19日

月   以   降 行 事 予 定 表 ・・

年/月/日（曜日） 行 事 開始時刻 会 場 摘要実施主体

（ 現在）

4:00 PM

R4/ 5/20 (金) 2:00 PM恩賜財団滋賀県済生会 第1回支部理事会 済生会滋賀県病院

5階 なでしこホール(～

その他

)

R4/ 5/24 (火) 2:00 PM中絶審査・指定医師証手渡し 応接室

(～

県医師会

)

R4/ 5/25 (水) 2:00 PM指定医師証手渡し 応接室

(～

県医師会

)

4:00 PM

R4/ 5/25 (水) 2:30 PM第4回理事会 理事室

(～

県医師会

)

11:30 AM

R4/ 5/26 (木) 10:00 AM部落解放研究第30回滋賀県集会実行委員会総会 解放県民センター光荘

(～

その他

)

4:30 PM

R4/ 5/26 (木) 2:00 PM個別指導（診療所／一般）

04年度診療所1 5月①

大津びわ湖合同庁舎5階 共用会議

室(～

国、県

)

R4/ 5/26 (木) 3:30 PM滋賀県医療情報連携ネットワーク協議会 将来構想

プロジェクトチーム会議（Web会議）

滋賀県医療情報連携ネットワーク協

議会事務局（滋賀県立総合病院内）(～

その他

)

4:00 PM

R4/ 5/27 (金) 2:00 PM滋賀県後期高齢者医療審査会 調整中

(～

県

)

4:00 PM

R4/ 5/27 (金) 2:00 PM令和4年度都道府県医師会勤務医担当理事連絡協

議会（Web会議）

3階会議室

(～

日医

)

4:00 PM

R4/ 5/30 (月) 2:00 PM公益財団法人滋賀県健康づくり財団 第50回理事会 滋賀県健康づくり財団 大会議室

(～

関連団体

)

4:00 PM

R4/ 6/ 1 (水) 2:30 PM第5回理事会 理事室

(～

県医師会

)

4:00 PM

R4/ 6/ 2 (木) 2:30 PM会計監査 3階会議室

(～

県医師会

)

5:30 PM

R4/ 6/ 2 (木) 4:30 PM第１回滋賀県医師キャリアサポートセンター懇談会 滋賀医科大学 一般・基礎講義棟

第１講義室(～

関連団体

)

R4/ 6/ 3 (金) 2:30 PM第11回近医連常任委員会 大阪府医師会館

(～

近医連

)

R4/ 6/ 3 (金) 3:00 PM近畿ブロック日医代議員協議会 大阪府医師会館

(～

近医連

)

R4/ 6/ 4 (土) 2:30 PM第6回近医連保険担当理事連絡協議会 梅田スカイビル タワーウエスト

(～

近医連

)

7:00 PM

R4/ 6/ 5 (日) 2:30 PM産業医研修会 G-NETしが 男女共同参画センター

大ホール(～

県医師会

)

3:30 PM

R4/ 6/ 7 (火) 2:30 PM第3回広報委員会 3階応接室

(～

県医師会

)

4:00 PM

R4/ 6/ 7 (火) 2:30 PM代議員会財務委員会 3階会議室

(～

県医師会

)

5:00 PM

R4/ 6/ 9 (木) 2:40 PM第51回滋賀県産業医学会 草津市立市民交流プラザ

草津市野路1丁目15番5号(～

関連団体

)

R4/ 6/ 9 (木) 5:30 PM公益社団法人滋賀医学国際協力会 理事会 滋賀医科大学 中会議室

(～

その他

)

4:30 PM

R4/ 6/12 (日) 2:00 PM第74回滋賀県獣医師会通常総会 ホテルボストンプラザ草津びわ湖

3階 リンカーンボールルーム(～

関連団体

)

R4/ 6/14 (火) 3:00 PM社保支払基金支部運営委員会 支払基金

(～

関連団体

)

R4/ 6/15 (水) 2:00 PM公益財団法人滋賀県健康づくり財団 評議員会 滋賀県健康づくり財団 大会議室

(～

関連団体

)

3:30 PM

R4/ 6/16 (木) 2:30 PM第222回定例代議員会 琵琶湖ホテル 瑠璃

(～

県医師会

)

4:20 PM

R4/ 6/16 (木) 3:30 PM令和4年度人権学習会 琵琶湖ホテル 瑠璃

(～

県医師会

)

4:40 PM

R4/ 6/18 (土) 9:10 AM第69回近畿学校保健学会 滋賀大学教育学部 講義棟

21,24,27,28講義室 大津市平津2-5(～

関連団体

)

3:30 PM

R4/ 6/20 (月) 1:30 PM滋賀県運営適正化委員会 第2回苦情解決合議体 県立長寿社会福祉センター 1階 会

議室(～

その他

)

※ ★印は令和4年4月14日以降に追加した行事

※ ×印は中止・延期になった行事
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令和4年5月19日

月   以   降 行 事 予 定 表 ・・
2Page.

年/月/日（曜日） 行 事 開始時刻 会 場 摘要実施主体

（ 現在）

3:00 PM

R4/ 6/20 (月) 2:00 PM妊婦健診事業打ち合わせ 3階会議室

(～

県医師会

)

4:00 PM

R4/ 6/21 (火) 2:00 PM令和4年度 第1回滋賀県死因究明等推進協議会 滋賀県病院協会 会議室

(～

県

)

4:00 PM

R4/ 6/22 (水) 2:30 PM第6回理事会 理事室

(～

県医師会

)

6:30 PM

R4/ 6/22 (水) 5:00 PM滋賀県がん診療連携協議会 第1回診療支援部会 Zoomによる開催

(～

県

)

R4/ 6/24 (金) 5:00 PM第12回近医連常任委員会 山の上ホテル

(～

近医連

)

R4/ 6/25 (土) 9:30 AM第151回日本医師会定例代議員会 日本医師会

(～

日医

)

R4/ 6/26 (日) 9:30 AM第152回日本医師会臨時代議員会 日本医師会

(～

日医

)

7:00 PM

R4/ 6/26 (日) 2:30 PM産業医研修会 県立文化産業交流会館 小劇場

(～

県医師会

)

3:30 PM

R4/ 6/30 (木) 2:00 PM第57回滋賀県献血協会理事会 県庁会議室にて調整中

(～

県

)

6:00 PM

R4/ 7/ 2 (土) 3:00 PMスポーツ医再研修会（滋賀県医師会・滋賀県スポー

ツ医会共催

ピアザ淡海 大会議室

7月9日→7月2日へ変更(～

県医師会

)

4:00 PM

R4/ 7/ 6 (水) 2:30 PM第7回理事会 理事室

(～

県医師会

)

3:30 PM

R4/ 7/ 7 (木) 2:30 PM第4回広報委員会 3階会議室

(～

県医師会

)

8:00 PM

R4/ 7/ 8 (金) 6:00 PM第1回滋賀県在宅医療等推進協議会 県庁 北新館 5-A会議室

Zoom併用予定(～

県

)

R4/ 7/12 (火) 3:00 PM社保支払基金支部運営委員会 支払基金

(～

関連団体

)

4:00 PM

R4/ 7/14 (木) 2:30 PM第3回滋賀県医師会・地域職域医師会長会議 3階会議室

(～

県医師会

)

R4/ 7/19 (火) 3:00 PM自浄作用活性化委員会・診療情報開示苦情処理委

員会

3F会議室

応接室（控室）(～

県医師会

)

4:00 PM

R4/ 7/20 (水) 2:30 PM第8回理事会 理事室

(～

県医師会

)

4:30 PM

R4/ 7/23 (土) 2:30 PM産業医研修会 今津サンブリッジホテル

(～

県医師会

)

4:30 PM

R4/ 7/28 (木) 1:30 PM第44回近畿学校保健連絡協議会 栗東芸術文化会館さきら 大ホール

(～

関連団体

)

3:00 PM

R4/ 7/28 (木) 2:00 PM令和4年度 死体検案研修会（草津栗東医師会） 草津市民総合交流センター

(～

県医師会

)

3:30 PM

R4/ 7/29 (金) 2:30 PM令和4年度 死体検案研修会（高島市医師会） 高島市民病院

(～

県医師会

)

3:30 PM

R4/ 8/ 8 (月) 2:30 PM第5回広報委員会 3階会議室

(～

県医師会

)

R4/ 8/ 9 (火) 3:00 PM社保支払基金支部運営委員会 支払基金

(～

関連団体

)

4:00 PM

R4/ 8/10 (水) 2:30 PM第9回理事会 理事室

(～

県医師会

)

4:00 PM

R4/ 8/24 (水) 2:30 PM第10回理事会 理事室

(～

県医師会

)

R4/ 8/27 (土) 2:00 PM令和4年度 医療福祉・在宅看取りの地域創造会議

総会、研修会

キラリエ草津

(～

県

)

4:00 PM

R4/ 9/ 7 (水) 2:30 PM第11回理事会 理事室

(～

県医師会

)

3:30 PM

R4/ 9/ 8 (木) 2:30 PM第6回広報委員会 3階会議室

(～

県医師会

)

※ ★印は令和4年4月14日以降に追加した行事

※ ×印は中止・延期になった行事
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年/月/日（曜日） 行 事 開始時刻 会 場 摘要実施主体

（ 現在）

R4/ 9/13 (火) 3:00 PM社保支払基金支部運営委員会 支払基金

(～

関連団体

)

4:00 PM

R4/ 9/15 (木) 2:30 PM第4回滋賀県医師会・地域職域医師会長会議 3階会議室

(～

県医師会

)

4:00 PM

R4/ 9/21 (水) 2:30 PM第12回理事会 理事室

(～

県医師会

)

3:30 PM

R4/ 9/27 (火) 2:30 PM令和4年度 死体検案研修会（近江八幡市蒲生郡医

師会）

竜王町公民館

(～

県医師会

)

3:00 PM

R4/ 9/28 (水) 2:00 PM令和4年度 死体検案研修会（彦根医師会） くすのきセンター

(～

県医師会

)

4:00 PM

R4/ 9/29 (木) 3:00 PM令和4年度 小児救急医療地域医師研修会（大津市

医師会）(予定）

予定

(～

県医師会

)

4:00 PM

R4/ 9/29 (木) 3:00 PM令和4年度 死体検案研修会（東近江医師会） 東近江地域医療支援センター

(～

県医師会

)

6:00 PM

R4/10/ 4 (火) 4:30 PM滋賀県がん診療連携協議会 第2回研修推進部会 Zoomによる開催

(～

県

)

4:00 PM

R4/10/ 5 (水) 2:30 PM第13回理事会 理事室

(～

県医師会

)

6:30 PM

R4/10/ 6 (木) 5:00 PM滋賀県がん診療連携協議会 第2回診療支援部会 Zoomによる開催

(～

県

)

3:30 PM

R4/10/ 7 (金) 2:30 PM第7回広報委員会 3階会議室

(～

県医師会

)

R4/10/ 8 (土) 2:30 PM近医連学校医研究協議会第1回理事会 ホテルグランヴィア大阪

(～

近医連

)

R4/10/11 (火) 3:00 PM社保支払基金支部運営委員会 支払基金

(～

関連団体

)

4:00 PM

R4/10/13 (木) 2:30 PM第5回滋賀県医師会・地域職域医師会長会議 3階会議室

(～

県医師会

)

5:25 PM

R4/10/15 (土) 10:00 AM令和4年度全国医師会勤務医部会連絡協議会 ANAクラウンプラザホテル グラン

コート名古屋(～

日医

)

R4/10/16 (日) 7:00 AM令和4年度近畿府県合同防災訓練(滋賀県総合防災

訓練)

旧長浜北高等学校跡地(滋賀県長

浜市)(～

県

)

4:00 PM

R4/10/19 (水) 2:30 PM第14回理事会 理事室

(～

県医師会

)

5:00 PM

R4/10/23 (日) 10:00 AMリーダーシップ研修会(予定) ホテル ボストンプラザ草津びわ湖

(～

県医師会

)

3:00 PM

R4/10/26 (水) 2:00 PM小児救急医療地域医師研修会（彦根医師会） 彦根市保健・医療複合施設(くすのき

センター)３Ｆ(～

県医師会

)

3:00 PM

R4/10/27 (木) 2:00 PM令和4年度 死体検案研修会（守山野洲医師会） 守山市すこやかセンター

(～

県医師会

)

4:00 PM

R4/10/27 (木) 3:00 PM令和4年 小児救急医療地域医師研修会（東近江医

師会）(予定）

東近江地域医療支援センター

(～

県医師会

)

5:00 PM

R4/10/29 (土) 4:00 PM小児救急医療地域医師研修会（甲賀湖南医師会） 公立甲賀病院

甲賀市水口町松尾1256番地(～

県医師会

)

3:30 PM

R4/11/ 8 (火) 2:30 PM第8回広報委員会 3階会議室

(～

県医師会

)

4:00 PM

R4/11/ 9 (水) 2:30 PM第15回理事会 理事室

(～

県医師会

)

6:00 PM

R4/11/11 (金) 10:00 AM第53回全国学校保健・学校医大会会長招宴（予定）

(～

日医

)

6:00 PM

R4/11/12 (土) 10:00 AM第53回全国学校保健・学校医大会（予定） 主会場：岩手県（メトロポリタン盛岡）

(～

日医

)

R4/11/15 (火) 3:00 PM社保支払基金支部運営委員会 支払基金

(～

関連団体

)

4:00 PM

R4/11/17 (木) 2:30 PM第6回滋賀県医師会・地域職域医師会長会議 3階会議室

(～

県医師会

)

※ ★印は令和4年4月14日以降に追加した行事

※ ×印は中止・延期になった行事
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令和4年5月19日

月   以   降 行 事 予 定 表 ・・
4Page.

年/月/日（曜日） 行 事 開始時刻 会 場 摘要実施主体

（ 現在）

R4/11/19 (土) （予定）スポーツ医再研修会（滋賀県医師会・滋賀県

スポーツ医会共催）（秋期滋賀県スポーツ医会勉強 (～

県医師会

)

4:00 PM

R4/11/30 (水) 2:30 PM第16回理事会 理事室

(～

県医師会

)

3:30 PM

R4/12/ 9 (金) 2:30 PM第9回広報委員会 3階会議室

(～

県医師会

)

R4/12/13 (火) 3:00 PM社保支払基金支部運営委員会 支払基金

(～

関連団体

)

4:00 PM

R4/12/14 (水) 2:30 PM第17回理事会（12月15日に変更） 理事室

(～

県医師会

)

4:00 PM

R4/12/15 (木) 3:00 PM第17回理事会（12月14日から変更） 琵琶湖ホテル

(～

県医師会

)

3:00 PM

R4/12/22 (木) 2:00 PM小児救急医療地域医師研修会（守山野洲医師会）

(予定）

すこやかセンター３階講習室

(～

県医師会

)

4:00 PM

R4/12/22 (木) 3:00 PM令和4年度 死体検案研修会（大津市医師会） 琵琶湖ホテル

(～

県医師会

)

R5/ 1/10 (火) 3:00 PM社保支払基金支部運営委員会 支払基金

(～

関連団体

)

4:00 PM

R5/ 1/12 (木) 2:30 PM第7回滋賀県医師会・地域職域医師会長会議 琵琶湖ホテル

(～

県医師会

)

4:00 PM

R5/ 1/25 (水) 2:30 PM第18回理事会 理事室

(～

県医師会

)

3:00 PM

R5/ 1/26 (木) 2:00 PM令和4年度 死体検案研修会（甲賀湖南医師会） 公立甲賀病院

(～

県医師会

)

4:00 PM

R5/ 2/ 8 (水) 2:30 PM第19回理事会 理事室

(～

県医師会

)

R5/ 2/14 (火) 3:00 PM社保支払基金支部運営委員会 支払基金

(～

関連団体

)

6:00 PM

R5/ 2/14 (火) 4:30 PM滋賀県がん診療連携協議会 第3回研修推進部会 Zoomによる開催

(～

県

)

4:00 PM

R5/ 2/16 (木) 2:30 PM第8回滋賀県医師会・地域職域医師会長会議 3階会議室

(～

県医師会

)

R5/ 2/19 (日) 10:30 AM第71回近医連学校医研究協議会総会・第2回理事

会

神戸ポートピアホテル

(～

近医連

)

4:00 PM

R5/ 2/22 (水) 2:30 PM第20回理事会 理事室

(～

県医師会

)

5:00 PM

R5/ 2/25 (土) 1:00 PMマネジメント研修会 ピアザ淡海 305会議室

(～

県医師会

)

4:00 PM

R5/ 3/ 8 (水) 2:30 PM第21回理事会 理事室

(～

県医師会

)

R5/ 3/14 (火) 3:00 PM社保支払基金支部運営委員会 支払基金

(～

関連団体

)

4:00 PM

R5/ 3/16 (木) 2:30 PM第9回滋賀県医師会・地域職域医師会長会議 3階会議室

(～

県医師会

)

4:00 PM

R5/ 3/22 (水) 2:30 PM第22回理事会 理事室

(～

県医師会

)

4:30 PM

R5/ 3/23 (木) 3:30 PM令和4年度 死体検案研修会（湖北医師会） 北ビワコホテルグラツィエ

(～

県医師会

)

4:00 PM

R5/ 3/24 (金) 2:00 PM公益財団法人滋賀県健康づくり財団 第52回理事会 滋賀県健康づくり財団 大会議室

(～

関連団体

)

※ ★印は令和4年4月14日以降に追加した行事

※ ×印は中止・延期になった行事
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日 曜日 行　　　事 時　間 会　場

1 水

2 木

3 金

4 土

5 日

6 月

7 火

8 水

9 木

10 金

11 土

12 日

13 月

14 火

15 水 第195回　草津栗東医師会循環器研究会（WEB配信） 20：00～21：30 ｸｻﾂｴｽﾄﾋﾟｱﾎﾃﾙ（本部）

16 木

17 金

18 土 6月理事役員会 14：00～15：30 ｷﾗﾘｴ草津303会議室

19 日

20 月

21 火

22 水

23 木

24 金

6月例会・診療科紹介 14:30～16：30

学術講演会 16：30～17：30

26 日 ゴルフ同好会 三鈴カントリー倶楽部

27 月

28 火

29 水

30 木

草津栗東医師会・行事予定表 令和４年　6月

25 土 エストピアホテル
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